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消費者の商品選択を助け、不当な顧客誘引を防止いたします
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消費者の商品選択を助け、不当な顧客誘引を防止すること、

消費者から指摘されているあたかも優良であるような思わせぶりの表示をなくすこと、

原産地や製法など消費者が求めている製品情報をガラス張りにして公開すること、

このような消費者への公正で正直な情報公開について、塩関係の業者が相談して表示ルールを作りました。このルールを自主的に守っていこうという活動を具体的に進めていくのが食用塩公正取引協議会です。
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[image: 塩の公正マークは表示が適正であることを証明します。塩を買うときはこのマークが目印です。]
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	2024年3月1日
	　2月29日をもって、『塩７点としおぴぃミニトートバッグプレゼントキャンペーン』を終了しました。たくさんのご応募(2844名)ありがとうございました。
厳正なる抽選のうえ当選者を決定し、3月中のプレゼント商品発送をもって発表にかえさせてもらいます。また、次回をお楽しみに。

	2024年2月9日
	お知らせとお詫び：

2月１日より開始した『塩７点としおぴぃミニトートバッグプレゼントキャンペーン』につきまして、応募データの一部欠損により、2月8日午前9時30頃から9日午前9時20頃までにご応募いただいた方々について受付ができていない状況です。誠に恐れ入りますが、再度ご応募をいただけましたら幸いです。謹んでお知らせするとともに深くお詫び申し上げます。

	2024年1月9日
	令和6年能登半島地震被災者へのお見舞い：

このたびの石川県能登地方を震源とする令和6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
当協議会では、会員の製塩事業者が能登半島に多いことから心配は尽きず、被災状況の情報収集に努めております。
被災地では、相次ぐ余震と寒さの中、不安が募る状況が続いていると思いますが、皆様の安全と、一日も早い復旧、復興をお祈りしております。

	2023年5月1日
	【家庭科教材「教えてしおぴぃ」のダウンロードについて】：

当協議会では、塩の表示を主題とし、学習指導要領「身近な消費生活と消費」に対応した小学生高学年向けの家庭科教材パンフレット「知ってる？身近な商品の選び方 教えてしおぴぃ！」を作成し、これまで多くの小学校の家庭科授業で使用してもらいました。その教材とワークシートをダウンロードして使用することができますので、授業でご活用していただければ幸いです。こちらのページからダウンロードしてお使いください。

	2023年3月1日
	　2月28日をもって、『7産地のお塩としおぴぃミニトートバッグプレゼントキャンペーン』を終了しました。たくさんのご応募(3,835名)有難うございました。
厳正なる抽選のうえ当選者を決定し、3月中のプレゼント商品発送をもって発表にかえさせてもらいます。また、次回をお楽しみに。

	2019年6月18日
	【規約改正】：2017年9月の食品表示基準の一部改正（原料原産地表示制度）に合わせた変更として、6月7日に「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」の一部変更案が消費者庁及び公正取引委員会の認定・承認を受けて施行されました。なお、この一部改正案については、食品表示基準に合わせて2022年3月までの猶予期間があります。

	2018年6月12日
	食用塩公正取引協議会は、5月21日をもちまして設立10周年を迎えることができました。その節目の年に、（一社）全国公正取引協議会連合会定時総会（6月11日）の場において、福井内閣府特命担当大臣から大臣表彰をいただきました。この表彰は、景品表示法に基づいて認定された公正競争規約の運用を通じて景品表示法の目的の達成に顕著な貢献のあった景品表示適正化功績者（個人または公正取引協議会）に贈られるものです。食用塩公正取引協議会は、今後も消費者意見に耳を傾け、コンプライアンスの下、食用塩の表示に関する公正競争規約の適正な運用に努めて参ります。
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	2016年11月24日
	【規約改正】：加工食品の統一された表示ルールとして2015年4月に施行された食品表示法の食品表示基準に合わせ、11月2日に「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」の一部変更案が消費者庁及び公正取引委員会の認定・承認を受けて施行され、規約の一部変更案が11月22日に官報告示されました（http://kanpou.npb.go.jp）。主なルールの変更点はこちらをご覧ください。なお、この一部改正案については、食品表示基準に合わせて2020年3月までの猶予期間があります。

	2016年4月1日
	【講師派遣】：食用塩の表示ルールを消費者の皆様に知っていただくための周知活動を行っています。塩の表示ルール等に関心をお持ちのグループ、団体等がございましたら、説明のために講師を派遣(無料)しますので、事務局までお問い合わせください。(
よくある質問：Q33参照)

	2014年3月28日
	【規約改正】：「食用塩の表示に関する公正競争規約および施行規則」の一部変更案（岩塩の表示基準の追加など）が消費者庁と公正取引委員会の認定・承認を受け施行され、規約の一部変更案が3月28日(金)に官報告示がありました。主なルールの変更点はこちらをご覧ください。
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